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平 成 年
月 日

（金曜日）

九
、
五
〇
、
字
野
中
二
四
七

ケ
城
二
〇
八
の
一
、
大
字
内

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

下
関
市
豊
田
町
大
字
東
長

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

下
関
市
豊
田
町
大
字

い
て
次
の
図
に
示
す
部

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

下
関
市
豊
田
町
大
字
東
長

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

光
市
大
字
光
井
字
武
田
二

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
五

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

、
豊
浦
町
大
字
黒
井
字
鬼
ケ
城
一

日
上
字
広
瀬
河
内
北
九
七
七
の
一

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

農
林
水
産
振
興
部
農
林
整
備
課
に

場
所

野
字
岩
ケ
下
四
〇
の
一
、
四
三
の

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

東
長
野
字
水
無
四
五
の
一
・
四
五

分
に
限
る
。
）

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下

す
る
。

予
定
で
あ
る
。

十
六
日

山
口

場
所

野
字
水
無
四
五
の
一
、
四
五
の
六

六
七
〇
の
一
の
一
部
及
び
四
七
二

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五

一

六
二
の
二
一
〇
、
大
字
吉
見
上
字

、
字
入
野
河
内
一
〇
八
四
の
二
、

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一
、
四
三
の
三
、
四
六
の
一
、

の
六
・
六
七
の
一
（
以
上
三
筆
に

定
め
な
い
。

関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

県
知
事

村

岡

嗣

政

、
六
七
の
一
、
六
七
の
三

〇
の
一
部

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

鬼豊 水四 つ準 保

告

示
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一二

山 口

（
四特

り
特同

月
十

（定期）県 報

産
部

第 号

浦
二三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

障

代

表

者

の

氏

名

杉

公

三
〇
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林
水

町
大
字
川

字
船
郡
一
七
七
五
の

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

下
関
市
豊
田
町
大
字
東
長
野

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は

部
市
北
琴
芝
二
丁
目
七
番
六
号

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

害
年
金
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
こ

原

浩
告

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
に
お
い
て
公
衆

と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市

伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

産
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備
え

七伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
岩
ケ
下
五
〇
（
次
の
図
に
示

、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

こ
ろ

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
七
年
二

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

お
り
と
す
る
。

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

す
部
分
に
限
る
。
）

な
い
。

ら
れ
、
本
県
海
域
に
お

う
。
）
を
変
更
し
た
の
で
、
同

の
計
画
を
次
の
と
お
り
公
表
し

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二

一

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及

基
本
理
念

１

我
が
国
周
辺
水
域
に

移
し
て
い
る
が
、
低
水

所
在
地

下
関
市
小
月

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
四
三
二
）
山
口
県
の
海
洋
生

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び

の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
の
海

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
六

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及

す
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
小
月

障
害
者
に
対
し
て
障
害
年

び
福
祉
向
上
に
貢
献
す
る
こ

（
四
三
一
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
六
年
八
月
十
二
日
山
口
県

関
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た

い
て
も
同
様
な
傾
向
を
示
し
て
い

条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

ま
す
。

十
六
日

山
口

び
管
理
に
関
す
る
方
針

お
け
る
海
洋
生
物
資
源
は
、
近
年

準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
資
源
や
資

駅
前
一
丁
目
一
番
一
号

は
な
い
。

物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す

管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年

洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に

年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二

び
下
関
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興

十
六
日

山
口

及
び
所
在
地

店 金
受
給
等
に
関
す
る
支
援
を
行
い

と
。

立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

公
告
（
二
六
九
）
に
係
る
大
規
模

。

る
。
今
後
と
も
水
産
業
の
発
展

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更

県
知
事

村

岡

嗣

政

全
体
と
し
て
お
お
む
ね
安
定
的
に

源
水
準
が
悪
化
し
て
い
る
資
源
も

る
計
画
の
変
更
の
公
表

法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
七

関
す
る
計
画
（
以
下
「
計
画
」
と

十
七
年
一
月
二
十
六
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

県
知
事

村

岡

嗣

政

、
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
健
康

よ
る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

二

を 後推見 項い 、ま 及成下

公

告
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二
事
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る
数
量
は
、
当
該
期
間
が
開
始
す

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一
種
特
定

年
及
び
平
成
二
十
七
年
の
管
理
の

、
ま
あ
じ
に
つ
い
て
は
、
漁
場
の

に
基
づ
き
、
数
量
を
変
更
す
る
こ

ま
た
、
過
去
に
お
い
て
漁
獲
実
績

る
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
に

る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が
前
年

な
お
、
ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば
の

な
指
導
及
び
監
督
を
行
う
。

資
源
管
理
指
針
・
資
源
管
理
計

持
続
的
な
漁
業
生
産
を
確
保
す

を
定
め
た
資
源
管
理
指
針
を
策
定

を
内
容
と
す
る
資
源
管
理
計
画
に

的
か
つ
計
画
的
な
資
源
管
理
を
図

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種

項
よ
り
、
漁
業
の
発
展
と
水
産
物

漁
獲
量
及
び
漁
獲
努
力
量
の
管

１

資
源
量
に
応
じ
た
漁
獲
を
実

定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲

な
管
理
措
置
を
講
じ
る
。

２

国
の
基
本
計
画
に
よ
り
決
定

に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た

３

漁
獲
可
能
量
及
び
漁
獲
努
力

図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の

用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

２

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
県

源
の
分
布
、
回
遊
状
況
、
資
源

知
見
を
踏
ま
え
、
漁
業
の
経
営

係
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で

に
、
海
洋
生
物
資
源
を
持
続
的

る
前
ま
で
に
定
め
る
。

海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の

対
象
と
な
る
期
間
及
び
数
量
は

形
成
状
況
が
毎
年
大
き
く
変
化

と
が
あ
る
。

が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と
し
、

の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る
よ
う

平
成
二
十
七
年
七
月
か
ら
平
成

画
の
推
進

る
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
ご
と

す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
基
づ

つ
い
て
、
漁
業
者
等
に
よ
る
作

る
。

類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
の
管
理

の
供
給
の
安
定
を
図
る
。

理現
す
る
た
め
、
国
の
基
本
計
画

可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め

さ
れ
た
第
二
種
特
定
海
洋
生
物

量
に
対
し
て
、
適
切
な
管
理
措

可
能
量
を
適
切
に
管
理
す
る
た

基
幹
と
な
る
海
洋
生
物
資
源
を

る
。

と
し
て
は
、
国
及
び
関
係
機
関

の
内
容
、
当
該
資
源
を
取
り
巻

状
況
等
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、

、
そ
の
自
主
的
な
海
洋
生
物
資
源

に
利
用
す
る
た
め
の
適
切
な
資

漁
獲
可
能
量
に
係
る
平
成
二
十

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ

す
る
こ
と
か
ら
、
国
の
基
本
計

よ
る
影
響
が
少
な
い
と
認
め
ら

現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ

に
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
十
八
年
六
月
ま
で
の
期
間
に

の
資
源
管
理
の
方
向
性
や
内
容

き
、
具
体
的
な
資
源
管
理
措
置

成
及
び
実
施
を
推
進
し
、
総
合

の
対
象
と
な
る
数
量
に
関
す
る

に
よ
り
決
定
さ
れ
た
第
一
種
特

ら
れ
た
数
量
に
対
し
て
、
適
切

資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量

置
を
講
じ
る
。

め
、
漁
業
者
等
に
対
し
、
必
要

適
切
に
管
理
し
、
合
理
的
に
利

と
連
携
し
、
特
定
海
洋
生
物
資

く
環
境
等
に
つ
い
て
の
科
学
的

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
関

の
管
理
を
推
進
す
る
と
と
も

源
管
理
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に

四

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資

ま
あ
じ

区

分

採

捕

ま
あ
じ

中
型
ま
き
網
漁
業

小
型
ま
き
網
漁
業

敷
網
漁
業

す
く
い
網
漁
業

定
置
漁
業
権
に
基
づ

定
置
漁
業
」
と
い
う

た
だ
し
、
ま
あ
じ
に
つ
い
て

本
計
画
に
基
づ
き
、
数
量
を

な
お
、
海
域
別
及
び
期
間

ま
た
、
過
去
に
お
い
て
漁

響
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る

ら
れ
る
漁
業
に
つ
い
て
は
、

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

三

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資

源
の
採
捕
の
種
類
別
、
海
域

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
一

六
年
及
び
平
成
二
十
七
年
の

区

分

ま
あ
じ

ま
い
わ
し

源
知
事
管
理
量
に
関
し
実
施
す
べ

の

種

類

平
四
、

若
干

若
干

若
干

く
定
置
漁
業
（
以
下
「
大
型

。
）

若
干

は
、
漁
場
の
形
成
状
況
が
毎
年
大

変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

別
の
数
量
は
、
定
め
な
い
。

獲
実
績
が
あ
る
も
の
の
、
第
一
種

漁
業
に
つ
い
て
は
、
「
若
干
」
と

明
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
七

平
成
二
十
七
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
八

源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に

別
又
は
期
間
別
の
数
量
に
関
す
る

種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご

数
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類
別

期

平
成
二
十
六
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

平
成
二
十
七
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

平
成
二
十
六
年
一
月
か
ら
同
年
十
二
月

三

き
施
策
に
関
す
る
事
項

成
二
十
六
年

平
成
二
十
七
年

八
〇
〇
ト
ン

四
、
〇
〇
〇
ト
ン

若
干

若
干

若
干

若
干

き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
国
の

特
定
海
洋
生
物
資
源
に
対
し
て
、

し
、
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
と
認

数

量

年
六
月
ま
で

若
干

年
六
月
ま
で

未
定

つ
い
て
、
第
一
種
特
定
海
洋
生
物

事
項

と
の
漁
獲
可
能
量
に
係
る
平
成
二

の
数
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

間

数

量

ま
で

六
、
〇
〇
〇
ト
ン

ま
で

五
、
〇
〇
〇
ト
ン

ま
で

若
干

基影め 資十。
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二る

山 口

五
る

（定期）県 報 第 号

さ
わ
ら

さ
わ
ら
流
網
漁
業

十
六
年
及
び
平
成
二
十
七
年
の
管

海
域
及
び
期
間
並
び
に
量
は
、
次

区

分

採

捕

の

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が

す
る
め
い
か

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

ら
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

る
よ
う
に
努
め
る
。

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種

事
項

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二
種
特
定

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が

ま
さ
ば
及
び
ご
ま
さ
ば

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は

た
め
、
当
該
漁
業
者
間
の
話
合
い

ま
た
、
小
型
ま
き
網
漁
業
、
敷

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業
経

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績
が

ま
い
わ
し

中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
い
て
は

力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

理
の
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類

の
と
お
り
で
あ
る
。

種

類

海

域

期
平
成
二
十

十
六
日
か

月
三
十
一

瀬
戸
内
海

平
成
二
十

十
六
日
か

月
三
十
一

前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る

資
源
管
理
及
び
合
理
的
な
漁
業

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
漁
獲
実
績

類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の

海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご
と
の

網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び

営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら

前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る

、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状

漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績

網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び

営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら

、
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁

を
進
め
る
。

網
漁
業
、
す
く
い
網
漁
業
及
び

営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が
ら

前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な
る

、
許
可
隻
数
等
に
つ
い
て
現
状

漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績

並
び
に
当
該
採
捕
の
種
類
に
係

間

量
（
隻
日
）

六
年
六
月

ら
同
年
七

日
ま
で

六
、
七
八
七

七
年
六
月

ら
同
年
七

日
ま
で

六
、
七
八
七

よ
う
に
努
め
る
。

経
営
の
確
立
等
を
推
進
し
な
が

が
前
年
の
漁
獲
実
績
程
度
と
な

管
理
の
対
象
と
な
る
量
に
関
す

漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
平
成

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

よ
う
に
努
め
る
。

ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
す
る

大
型
定
置
漁
業
に
つ
い
て
は
、

、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加

よ
う
に
努
め
る
。

ど
お
り
と
し
、
現
状
の
漁
獲
努

程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
。

る
と
と
も
に
、
第
二
種
特
定

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網

網
漁
業
及
び
け
た
網

七

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整

さ
わ
ら

さ
わ
ら
・
た
い
・
ま

網
漁
業

六

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資

物
資
源
の
採
捕
の
種
類
別
、

本
県
に
定
め
ら
れ
た
第
二

二
十
六
年
及
び
平
成
二
十
七

次
の
と
お
り
と
す
る
。

区

分

採

捕

の

ま
こ
が
れ

い

小
型
機
船
底
び
き
網

種
漁
業
及
び
手
繰

る
。
）

海
洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量 一月

漁
業
（
え
び
こ
ぎ

漁
業
に
限
る
。
）

周
防
灘

平一十平一十

源
知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施

委
員
会
の
指
示
す
る
操
業
制
限
等 平十月

安
芸
灘
及

び
伊
予
灘

平十月

な
が
つ
お
流
さ
し

平一月

周
防
灘

平 十

源
の
種
類
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能

海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
に
関
す

種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
種
類
ご

年
の
量
に
つ
い
て
、
採
捕
の
種
類

種

類

海

域

平一月

瀬
戸
内
海

平一月

漁
業
（
手
繰
第
二

第
三
種
漁
業
に
限

周
防
灘

平一十平一
に
係
る
漁
獲
努
力
量
等
が
迅
速
に

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

成
二
十
六
年
一
月

日
か
ら
同
年
二
月

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

成
二
十
七
年
一
月

日
か
ら
同
年
二
月

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

に
従
っ
て
操
業
す
る
よ
う
に
指
導

成
二
十
六
年
六
月

六
日
か
ら
同
年
七

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

成
二
十
七
年
六
月

六
日
か
ら
同
年
七

三
十
一
日
ま
で

六
、
七
八
七

成
二
十
六
年
九
月

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

成
二
十
七
年
九
月

日
ま
で

量
に
つ
い
て
、
第
二
種
特
定
海
洋

る
事
項

と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
係
る
平

別
、
海
域
別
又
は
期
間
別
の
量
は

期

間

量
（
隻
日
）

成
二
十
六
年
九
月

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

成
二
十
七
年
九
月

日
か
ら
同
年
十
一

三
十
日
ま
で

一
三
、
四
五
五

成
二
十
六
年
一
月

日
か
ら
同
年
二
月

日
ま
で

一
一
、
六
八
五

成
二
十
七
年
一
月

日
か
ら
同
年
二
月

一
一
、
六
八
五

四

知 す 生成、



平成

２ １

年 月 日 金曜日

平
決
算

１

山 口 県

二
市

三（
四

（定期）報

（
四測

国
土

一

第 号

事
八

況調

税
業

事

税
民

県 成
二
十
六
年
十
一
月
山
口
県
議
会

の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

成
平

税
県

度
年

作
業
の
地
域

下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口
市
、
萩

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日
か
ら

三
四
）
平
成
二
十
五
年
度
山
口
県

三
三
）
基
本
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
現
地
調

に
報
告
さ
れ
る
よ
う
な
体
制
の
整

そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理

の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら

査
及
び
研
究
の
充
実
強
化
を
更
に

定
例
会
で
認
定
さ
れ
た
平
成
二

山
口
県
知

歳
入

歳
計

会
般

一
県

口
山

円

入
歳

算
決

出

市
、
防
府
市
、
岩
国
市
、
長
門

同
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で

歳
入
歳
出
諸
決
算
の
要
領
の
公

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項

測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の

山
口
県
知

査
）

備
を
進
め
る
。

び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に

、
漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す

進
め
る
。

十
五
年
度
山
口
県
歳
入
歳
出
諸

事

村

岡

嗣

政

市
、
美
祢
市
及
び
山
陽
小
野
田

表 の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

事

村

岡

嗣

政

は
、
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状

る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る

金
託

委
３

金
助

補
庫

国
２

交
別

特
策
対
全

安
通
交

１

金
担
負
び

及
金
担
分

７

付

使
８

金
担

負
２

金
担

分
１

用
使

１

料
数
手
び

及
料
用

出
支

庫
国

９

料
数

手
２

料

油
石

３

金
担

負
庫

国
１

金

路
道
方
地

４

税
与
譲
ス

ガ

譲
料
燃

機
空
航

５

税
与
譲

金
付
交

例
特
方
地

４

税
与

地
５

金
付
交
例

特
方
地

１

税
付

交
方

地
１

税
付

交
方

交
別

特
策
対

全
安
通
交

６
金

付

税
区

鉱

税
猟

狩

消
方
地

２

税
物

棄
廃

業
産

費
消
方
地

１

金
算
清
税

費

税
与

譲
方

地
３

金
算

清
税

税
与

譲
別
特
人

法
方
地

１ ３

税
与
譲
油
発

揮
方
地

２

取
産

動
不

４

税
費

消
方

地ゴ
６

税
こ

ば
た

県
５

税
得

車
動

自
７

税
用
利
場

フ
ル

９

税
取

引
油

軽
８

税
得

取

税
車

動
自

金

五



平

８

成 年 月 日 金曜日

７ ６ ５ ４ ３ ２ １

２

山 口

６１

１

１

（定期）県 報

１５ ４ ３ ２ １

第 号

２ １１

務
総

費
会

員
委

事
人

２ １

整
調

画
企

費
理

管
務

総

費

費
興

振
村

町
市

費
税

徴

費

査
調

計
統

費
災

防

費
挙

選

合
入

歳

債
県

債
県

入
雑

費

金
越

繰

費
会

議

費
会

議

計

元
金

付
貸

入
収

諸

金
越

繰延

入
収

業
事

託
受

入
収

利

料
過

び
及

金
算

加
、

金
滞

算
精

割
子

利

子
利

金
預

等

運
産

財

入
収

産
財

入
収

金

寄

入
収

払
売

産
財

入
収

用

別
特

金
入

繰

金
付

寄

金
付

金
入

繰
金

基

金
入

繰
計

会

円

出
歳

費
宅

住
６

費
画

計
市

都
５ ３

費
業

鉱
工

２

費
業

商
１

理
管

１

費
木

土
８

費
光

観

３

費
う
ょ
り

橋
路
道

２

費

４

費
湾

港
４

費
岸

海
川

河

水
林

農
６

費
会

員
委

働
労

産
畜

２

費
業

農
１

費
業

産

費
業

林
４

費
地

農
３

費
業

４
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